
令和 8年 5月 8日 

患者・ご家族 各位 

 

室料差額料金及び診断書作成等に係る料金改定のお知らせ 

 

当センターでは、近年の物価高騰や水道光熱費、諸経費の上昇、ならびに快適な療養環境の維持を目的として、

2026年 6月 1日（月）より、以下のとおり料金を改定させていただくことになりました。 

今後も患者様に安心して療養いただける環境づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

 

(1)室料差額料金         ※1日あたり税込 

  現在  
改定後 

(2026 年 6 月 1日~) 

特別室 A 
市内の方 13,200円  16,500円 

市外の方 17,600円  20,900円 

特別室 B 
市内の方 11,000円  14,300円 

市外の方 15,400円  18,700円 

特別室 C 
市内の方 8,800円  12,100円 

市外の方 13,200円  16,500円 

     

個室 A 
市内の方 8,800円  

個室 

市内の方 8,800円 市外の方 11,000円  

個室 B 
市内の方 7,700円  

市外の方 9,900円  

市外の方 11,000 円 
個室 C 

市内の方 6,600円  

市外の方 8,800円  

なお、個室差額料に関しては、2026年 6月前から引き続き利用されている方も６月以降は新料金となりますのでご

了承ください。  

 

(2)文書料（１通につき） 

料金改定の対象となる診断書等 現在  
改定後 

(2026 年 6 月 1日~) 

一般診断書 

（当センター所定の診断書） 

1,650円 

 

2,200円 
オムツ証明書  

その他証明書  

死亡診断書 
 

※記載のない診断書等については、料金に変更はありません。 

 

また、診断書作成料等に関しては、2026年 6月 1日以降に依頼されたものより新料金を適用させていただきます。 

 

市立東大阪医療センター 院長 


